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通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業 

利用契約書 

           （以下、「利用者」といいます。）と社会福祉法人花園公益会（以下、「事

業者」といいます。）は、事業者が利用者に対して行う通所介護及び大里広域市町村圏組合介護

予防・日常生活支援総合事業による通所サービス（以下、通所型サービスという）について、次のとお

り契約します。 

 

第１条（契約の目的） 

  事業者は、利用者に対し、介護保険法令及び関係法令の趣旨に従って、利用者が可能な限

りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう通所介護、

介護予防通所介護及び通所型サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対

する料金を支払います。 

 

第２条（利用期間） 

 １ 利用期間は、令和  年  月  日から利用者の要介護認定または要支援認定の有効

期間満了日までとします。 

 ２ 前項の規定に拘わらず、通所型サービスの対象者としてサービスを受ける場合にあっては、

利用者の介護予防サービス・支援計画に基づく期間とします。 

 ３ 利用者は、有効期間満了日から引き続いて次の要介護認定または要支援認定を受けたと

きは、その有効期間満了日までの期間を契約期間として契約を更新するものとします。また、

通所型サービスを利用している場合にあっては、介護予防サービス・支援計画の見直し等によ

りサービスの継続を必要とされた場合は、契約は自動更新されるものとします。 

 

第３条（通所介護計画及び通所サービス計画書） 

 １ 事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画または

介護予防サービス・支援計画」に沿って「通所介護計画及び通所サービス計画書」を作成

します。事業者は、この「通所介護計画及び通所サービス計画書」の内容を利用者及びそ

の家族に説明しご承諾をいただきます。 

 ２ 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができま

す。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。 

 

第４条（通所介護及び通所型サービスの提供場所・内容） 

  通所介護及び通所型サービスの提供場所はデイサービスセンターかぐや姫です。所在地及び

設備の概要は【別紙１】のとおりです。 

 

第５条（サービスの提供の記録） 
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 １ 事業者は、通所介護及び通所型サービスの実施ごとに、サービスの内容等をこの契約書と

同時に交付する書式の記録票に記入し、サービスの終了時に利用者の確認を受けることと

します。利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。 

 ２ 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後２年間保管します。 

 ３ 利用者は、施設において当該利用者に関する第２項のサービス実施記録を閲覧できます。 

 ４ 利用者は、当該利用者に関する第２項のサービス提供記録の複写物の交付を受けること

ができます。この場合、事業者は交付に要する実費を当該利用者に請求します。 

 

第６条（料金） 

 １ 利用者は、サービスの対価として【別紙１】に定める利用単位ごとの単価をもとに計算

された月ごとの合計額を支払います。 

 ２ 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月１５日までに利用者に送

付します。 

 ３ 利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに支払います。 

 ４ 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。 

 

第７条（サービスの中止） 

 １ 利用者は、事業者に対して、サービス提供日の前日１７時までに通知をすることにより、

料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。 

 ２ 利用者がサービス提供日の前日１７時までに通知することなくサービスの中止を申し出

た場合は、事業者は、利用者に対して【別紙１】に定める計算方法により、料金の一部を

請求することができます。この場合の料金は第６条に定める料金の支払いと合わせて請求

します。 

 ３ 事業者は、利用者の体調不良等の理由により通所介護及び通所型サービスの実施が困難と

判断した場合、サービスを中止することができます。この場合の取り扱いについては、【別

紙１】に記載したとおりです。 

 

第８条（料金の変更） 

 １ 事業者は、利用者に対して、介護保険関連法令の改正等による料金の変更（増額または

減額）を申し入れることができます。この場合は、利用者に文書で通知します。 

 ２ 利用者が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく契約書を作成し、お互いに取

り交わします。 

 ３ 利用者は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、

この契約を解約することができます。 

 

第９条（契約の終了） 

 １ 利用者は、事業者に対して、７日間の予定期間を置いて文書で通知することにより、こ

の契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事
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情がある場合は、予告期間が７日以内の通知でもこの契約を解約することができます。 

 ２ 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、３０日間の予告期間を置い

て理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。 

 ３ 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解

約することができます。 

① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

② 事業者等が個人情報保護法等に基づく守秘義務に反した場合 

③ 事業者が利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

④ 事業者が破産した場合 

 ４ 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解

約することができます。 

① 利用者のサービス利用料金の支払いが１５日以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず１５日以内に支払われない場合 

② 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入

院もしくは病気等により、３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であるこ

とが明らかになった場合 

③ 利用者またはその家族等が事業者やサービス従業者または他の利用者に対して本契約

を継続しがたいほどの背信行為を行った場合 

④ やむを得ない事由により施設を閉鎖または縮小する場合 

 ５ 次の事由に該当した場合は、この契約は当該各号に定める日に自動的に終了します。 

① 利用者が介護保険施設に入所した場合･･････････････････････････入所日の翌日 

② 利用者の要介護認定区分が非該当（自立）と認定され、事業対象者確認においても非

該当となった場合････････････････････････････････････････････非該当となった日 

③ 利用者が死亡した場合････････････････････････････････････････死亡日の翌日 

 

第１０条（秘密保持） 

 １ 事業者及びサービス従業者は、個人情報保護法等に則り、サービス提供をするうえで知

り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守

秘義務は契約終了後も同様です。 

 ２ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等の第

三者に利用者及びその家族の個人情報を用いません。 

 

第１１条（賠償責任） 

 １ 事業者は、この契約に基づいてサービスを提供するに当たって、事業者もしくは施設の

職員の故意や過失、もしくはこの契約上の注意義務に違反して利用者の生命・身体・財産

に損害を与えた場合は、その損害賠償責任を負います。 

   ただし、その損害について、利用者の故意、過失もしくはこの契約上の注意義務、もし

くは施設の職員の正当な業務上の指示に違反が認められる場合は、その状況を斟酌してそ



- 4 - 

の賠償額の減額または免除をすることができるものとします。 

 ２ 利用者は、施設において、故意または過失もしくはこの契約上の利用者の義務に違反し

て、施設の職員または他の利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、その損害賠

償責任を負います。その場合、前項のただし書きを準用します。 

 ３ 事業者及び利用者は、前２項の賠償は、誠意をもって速やかに対応し、履行するものと

します。 

 

第１２条（緊急時の対応） 

  事業者は、現に通所介護及び通所型サービスの提供を行っているときに利用者の病状の急変

が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取るととも

に、家族または緊急連絡先に連絡する等必要な措置を講じます。 

 

第１３条（連携） 

 １ 事業者は、通所介護及び通所型サービスの提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サ

ービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

 ２ 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内

容を記した書面の写しを速やかに利用者の居宅サービス計画を作成した介護支援専門員に

送付します。なお、第９条第２項または第４項に基づいて解約通知をする場合は、事前に

利用者のサービス計画を作成した介護支援専門員に連絡します。 

 

第１４条（苦情対応） 

  事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、通所介護及び通所型サー

ビスに関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応します。 

 

第１５条（本契約に定めのない事項） 

 １ 利用者及び事業者は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。 

 ２ この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊

重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

第１６条（裁判管轄） 

   この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を

管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合意します。 

 

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が記名または署名押印のうえ、

１通ずつ保有するものとします。 
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契約締結日      令和  年  月  日 

 

契約者氏名      利用者  〈住所〉 

 

     〈氏名〉               印 

 

(代理人) 〈住所〉 

 

     〈氏名〉               印 

 

事業者  〈事業者名〉デイサービスセンターかぐや姫 

                (指定番号等)１１７４６００９０６ 

 

〈所在地〉 埼玉県深谷市小前田２６７０－１ 

 

〈代表者名〉社会福祉法人花園公益会 

 

理事長  服 部  充      印 
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【別紙１】 

○担当者（デイサービスの管理者・生活相談員等） 

        氏名           電話 ０４８－５８４－７１１１ 

○通所介護及び通所型サービスの内容 

  ・利用日        毎週   曜日、  曜日、  曜日 

  曜日、  曜日、  曜日 

  ・利用時間       午前９：３０ ～ 午後３：３０ 

  ・利用場所       所在地 埼玉県深谷市小前田２６７０－１ 

              施設名 デイサービスセンターかぐや姫 

  ・利用可能設備等    食堂・日常動作訓練室・機能訓練室・相談室 

              浴室（普通浴槽、中間浴槽）・送迎車   台 

  ・サービス内容     通所介護計画及び通所サービス計画書に沿って、送迎、食事の

提供、入浴介助、機能訓練その他必要な介護等を行います。 

              具体的な内容は、別添資料をご覧下さい。 

○料金 

 ・通所介護利用料（介護保険１割又は２割、３割負担分）提供時間：６時間以上７時間未満 

 １日当たりの自己負担額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護 １ ５９３円 １１８５円 １７７７円 

要介護 ２ ６９９円 １３９８円 ２０９６円 

要介護 ３ ８０８円 １６１５円 ２４２２円 

要介護 ４ ９１４円 １８２８円 ２７４１円 

要介護 ５ １０２３円 ２０４５円 ３０６７円 

  加算等（カッコ内は２割、３割負担） 

・入浴介助１回あたり、４１円（８１円、１２２円）が加算されます。 

・個別機能訓練加算Ⅰ１（対象者のみ）として１日当たり５７円（１１４円、１７１円）

が加算されます。 

  ・サービス提供体制強化加算Ⅲとして１日あたり６円（１２円、１８円）が加算されます。 

  ・若年性認知症利用者受入加算（対象者のみ）として１日あたり６１円（１２２円、１８

３円）加算されます。 

  ・通所介護送迎減算（対象者のみ）として１回あたり４８円（９６円、１４３円）減算さ

れます。 

  ・通所介護感染症等対応加算として、感染症又は災害の発生を理由とする、利用者数の減

少が一定以上生じている場合、所定単位数の 1000 分の 30（3.0％）が加算されます。 

  ・介護職員処遇改善加算Ⅱとして、所要料金の 1000 分の 90（9.0％）が加算されます。 

   

 

 

 

 ・第１号通所事業（通所型サービス）利用料 
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 共通的サービス（１ヶ月につき） 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

事業対象者・要支援１ １８２４円 ３６４７円 ５４７０円 

要支援２ ３６７２円 ７３４４円 １１０１５円 

 選択的サービス（１ヶ月につき） 

生活機能向上グループ
活動加算 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

１０２円 ２０３円 ３０５円 

サービス提供体制強化
加算Ⅲ 

要支援１ ２５円 ４９円 ７３円 

要支援２ ４９円 ９８円 １４６円 

  ・介護職員処遇改善加算Ⅱとして、所要料金の 1000 分の 90（9.0％）が加算されます。 

 

  その他（実費） 

  ・通所介護及び通所型サービスとも、昼食代１食あたり、自己負担額は５００円です。 

  ・おむつ代、レクリエーションに係る費用等は自己負担となります。 

  ・通常の事業の実施地域を越えて行う送迎があった場合、その要する費用として、下記の

料金がかかります。 

    ア 事業所から片道１０キロ未満  ５００円 

    イ 事業所から片道１０キロ以上  １０００円 

  ・通常の時間を超え、通所介護を受ける場合、１時間当たり８００円がかかります。 

 ※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない

場合があります。その場合は、一旦１日あたりの利用料金をいただき、サービス提供証明

証を発行いたします。サービス提供証明証を後日市町村の介護保険担当窓口に提供します

と、差額の払い戻しを受けることができます。 

 

○キャンセル規定・・・利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がか

かります。 

①ご利用日の前日１７時までにご連絡いただいた場合 無料 

②ご利用日の当日８時までにご連絡いただいた場合 デイサービスの利用料の０％ 

③ご利用日の当日８時までにご連絡がなかった場合 デイサービスの利用料の０％ 

 

○健康上の理由による中止 

① 風邪、病気の際は、サービスの提供をお断りすることがあります。 

② 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更または中止を行うこと

があります。その場合、ご家族に連絡のうえ、適切に対応します。 

③ 利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家

族に連絡のうえ、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治の医師または歯

科医師に連絡を取る等、必要な措置を講じます。 

 

 

緊急連絡先① 
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 氏名  

住所  

電話番号  

続柄  

緊急連絡先② 

 氏名  

住所  

電話番号  

続柄  

主治医 

 病院・診療所名  

医師名  

住所  

電話番号  

   サービスを中止した場合、同月内であれば、ご希望の日に振り替えることができます。 

   ただし、定員数分の予約が入っている日には振り替えできませんのでご了承ください。 

 

○相談、要望、苦情等の窓口 

  通所介護及び通所型サービスに関する相談、要望、苦情等は、サービス提供責任者か下記窓

口までお申し出ください。 

☆サービス相談窓口☆ 
 １ 担当者  岩 田 知 子 
   電話番号  ０４８―５８４―５５５０（受付時間 ８時３０分から５時３０分） 
 ２ 深谷市役所長寿福祉課       

電話番号  ０４８－５７４－８５４４（直通） 

 ３ 寄居町役場福祉課 
  電話番号  ０４８－５８１－７７１８（直通） 
４ 熊谷市役所長寿生きがい課 

   電話番号  ０４８－５２４－１４０２（直通） 

 ５ 大里広域市町村圏組合 介護保険課 
   電話番号  ０４８－５０１－１３３０ 
 ６ 埼玉県国民健康保険団体連合会 
   電話番号  ０４８―８２４―２５６８ 
 ７ 第三者委員 
   氏 名  学識経験者 安藤 健二 

   住 所  大里郡寄居町寄居 

   電話番号 ０４８‐５８１－１０９０ 

   氏 名  地域代表 安達 玲子 
   住 所  深谷市大谷 
   電話番号 ０４８‐５７４－０９０５ 
   氏 名  地域代表 赤坂 佳信 
   住 所  大里郡寄居町桜沢 
   電話番号 ０４８‐５８１－０６９０ 

通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業 
重要事項説明書 

〈令和 ６ 年 ６ 月 １ 日 現在〉 
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１ 当センターが提供するサービスについての相談窓口 

   電話 ０４８－５８４－７１１１（８時３０分～５時３０分） 

   担当 岩田 知子  ＊ ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

２ デイサービスセンターかぐや姫の概要 

（１）提供できるサービスの種類  

   ・通所介護及び通所型サービスにおける通所サービス及び付随サービス 

（２）施設の名称及び所在地等 

施設名称 デイサービスセンターかぐや姫 

所在地 埼玉県深谷市小前田２６７０－１ 

介護保険指定番号 通所介護（埼玉県 1174600906 号） 

サービス提供地域 深谷市・寄居町 

  ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

（３）職員体制 

 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 １名 名 サービス管理全般 １名 

生活相談員 １名 １名 生活上の相談等 ２名 

機能訓練指導員 

名 ４名 

リハビリテーション・ 

機能回復訓練等 ４名 

事務職員 名 名 一般事務・料金請求等 名 

看

護

介

護

職

員 

看護師 名 ２名 
医療、健康管理業務等 

２名 

准看護師 名 名 名 

介護福祉士 名 ２名 

日常介護業務等 

２名 

１～２級修了者 名 ２名 ２名 

３級修了者 名 名 名 

その他 １名 ６名 ７名 

（４）設備の概要 

定員 ４０名 静養室 １室 

食堂・機能訓練室 １室 相談室 １室 

浴室 一般、中間浴槽 送迎車 台 

（５）サービス時間 

月～土 午前９時３０分 ～ 午後３時３０分 

    緊急連絡先 ０４８－５８４－７１１１ 

 

３ サービス内容 

  通所介護計画及び通所サービス計画書に沿い、送迎、食事の提供、入浴介助、機能訓練そ

の他必要な介護を行います。具体的な内容は別添資料をご覧下さい。 

 

４ 料金 

（１）サービス料金   

 ・通所介護利用料（介護保険１割又は２割、３割負担分）提供時間：６時間以上７時間未満 

 １日当たりの自己負担額 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護 １ ５９３円 １１８５円 １７７７円 
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要介護 ２ ６９９円 １３９８円 ２０９６円 

要介護 ３ ８０８円 １６１５円 ２４２２円 

要介護 ４ ９１４円 １８２８円 ２７４１円 

要介護 ５ １０２３円 ２０４５円 ３０６７円 

  加算等（カッコ内は２割、３割負担） 

・ 入浴介助１回あたり、４１円（８１円、１２２円）が加算されます。 

・ 個別機能訓練加算Ⅰ１（対象者）として１日当たり５７円（１１４円、１７１円）が加算さ

れます。 

・ サービス提供体制強化加算Ⅲとして１日あたり６円(１２円、１８円)が加算されます。 

・ 若年性認知症利用者受入加算（対象者）として１日あたり６１円（１２２円、１８３円）加

算されます。 

・ 通所介護送迎減算（対象者）として１回あたり４８円（９６円、１４３円）減算されます。 

・ 通所介護感染症等対応加算として、感染症又は災害の発生を理由とする、利用者数の減少が

一定以上生じている場合、所定単位数の 1000 分の 30（3.0％）が加算されます。 

・ 介護職員処遇改善加算Ⅱとして、所要料金の 1000 分の 90（9.0％）が加算されます。 

   

 ・第１号通所事業（通所型サービス）利用料 

 共通的サービス（１ヶ月につき） 

１割負担 ２割負担 ３割負担 

事業対象者・要支援１ １８２４円 ３６４７円 ５４７０円 

要支援２ ３６７２円 ７３４４円 １１０１５円 

 選択的サービス（１ヶ月につき） 

生活機能向上グループ

活動加算 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

１０２円 ２０３円 ３０５円 

サービス提供体制強化

加算Ⅲ 

要支援１ ２５円 ４９円 ７３円 

要支援２ ４９円 ９８円 １４６円 

  ・介護職員処遇改善加算Ⅱとして、所要料金の 1000 分の 90（9.0％）が加算されます。 

  その他（実費） 

  ・通所介護及び通所型サービスとも、昼食代１食あたり、自己負担額は５００円です。 

  ・おむつ代、レクリエーションに係る費用等は自己負担となります。 

  ・通常の事業の実施地域を越えて行う送迎があった場合、その要する費用として、下記の

料金がかかります。 

    ア 事業所から片道１０キロ未満  ５００円 

    イ 事業所から片道１０キロ以上  １０００円 

  ・通常の時間を超え、通所介護を受ける場合、１時間当たり８００円がかかります。 

 ※介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない

場合があります。その場合は、一旦１日あたりの利用料金をいただき、サービス提供証明

証を発行いたします。サービス提供証明証を後日市町村の介護保険担当窓口に提供します

と、差額の払い戻しを受けることができます。 

（２）キャンセル料 

  利用者のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかります。 

①ご利用日の前日１７時までにご連絡いただいた場合 無料 

②ご利用日の当日８時までにご連絡いただいた場合 デイサービスの利用料の０％ 

③ご利用日の当日８時までにご連絡がなかった場合 デイサービスの利用料の０％ 

（３）支払方法 
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   毎月１５日までに前月分の請求を致しますので、月末までにお支払い下さい。お支払い

頂きますと、領収証を発行します。お支払い方法は、ご契約の際に決めさせて頂きます。 

 

５ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

   まずは、お電話等でお申し込みください。当施設職員がお伺いいたします。通所介護計

画及び介護予防通所介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

  ※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前にその介護支援専門員とご相談く

ださい。 

（２）サービス利用計画の終了 

  ① 利用者のご都合でサービス利用契約を終了する場合 

    サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 

  ② 当施設の都合でサービスを終了する場合 

    人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がご

ざいます。その場合は、終了３０日前までに文書で通知いたします。 

  ③ 自動終了 

    以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

・ 利用者が介護保険施設に入所した場合･･･････････････････････････入所日の翌日 

・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）

と認定された場合･････････････････････････････････････非該当となった日 

・ 利用者がお亡くなりになった場合･･･････････････････････････････死亡日の翌日 

  ④ その他 

・ 当施設が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用

者のご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当施設が破

産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了す

ることができます。 

・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを１５日以上遅延し、料金を支払うよう催告

したにもかかわらず、１５日以内に支払わない場合、利用者が正当な理由なくサー

ビスの中止をしばしば繰り返した場合、利用者が入院または病気等により３ヶ月以

上にわたりサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合、または

利用者やご家族などが当施設や当施設の従業者に対して本契約を継続しがたいほ

どの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座に契約を終了させ

ていただくことがございます。 

 

６ 当施設のサービスの特徴等 

  別添の資料をご覧ください。 

 

７ 緊急時の対応方法 

  サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救 

急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ速やかに連絡いたします。 

 

８ 事故発生時の対応 

ご利用者に事故が発生した場合は、市町村、当該利用者のご家族に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に際して取った処置について記録し、賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 
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９ 非常災害対策 

施設は、消防法などの規定に基づき非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備

えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

 

１０ 衛生管理等 

① 施設は、利用者の使用する食器その他の設備又は飲料水について衛生的な管理に努め、

又は衛生上必要な措置を講ずると共に、医薬品及び医療用具の管理を適切に行います。 

② 施設は、当該施設において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講ず

るように努めます。 

 

１１ 相談、要望、苦情等の窓口 

  通所介護及び通所型サービスに関する相談、要望、苦情等は、サービス提供責任者か下記

窓口までお申し出下さい。 

☆サービス相談窓口☆ 

 １ 担当者  岩 田 知 子 

   電話番号  ０４８―５８４―５５５０（受付時間 ８時３０分から５時３０分） 

 ２ 深谷市役所長寿福祉課       

電話番号  ０４８－５７４－８５４４（直通） 

 ３ 寄居町役場福祉課 

  電話番号  ０４８－５８１－７７１８（直通） 

４ 熊谷市役所長寿生きがい課 

   電話番号  ０４８－５２４－１４０２（直通） 

 ５ 大里広域市町村圏組合 介護保険課 

   電話番号  ０４８－５０１－１３３０ 

 ６ 埼玉県国民健康保険団体連合会 

   電話番号  ０４８―８２４―２５６８ 

 ７ 第三者委員 

   氏 名  学識経験者 安藤 健二 

   住 所  大里郡寄居町寄居 

   電話番号 ０４８‐５８１－１０９０ 

   氏 名  地域代表 安達 玲子 

   住 所  深谷市大谷 

   電話番号 ０４８‐５７４－０９０５ 

   氏 名  地域代表 赤坂 佳信 

   住 所  大里郡寄居町桜沢 

電話番号 ０４８‐５８１－０６９０ 
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令和    年    月    日 

 

 

 通所介護及び通所型サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づい

て重要な事項を説明し、同意を得ました。 

 

            事業者    

事業所 

所在地 埼玉県深谷市小前田２６７０－１ 

 

名 称 デイサービスセンターかぐや姫    印 

 

管理者 氏 名   岩 田  知 子     印 

 

説明者 氏 名               印 

 

 

 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から通所介護及び通所型サービスについての重要事項

の説明を受け、同意しました。 

 

                利用者 住 所 

 

                    氏 名                  印 

 

                (代理人)住 所 

                         

                    氏 名                  印 


